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総務省自治行政局公務員部公務員課 
女 性 活 躍 ・ 人 材 活 用 推 進 室 長  

       
 職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理

に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令について 
 

所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 13 号）の施行（令和７

年 12 月１日）に合わせ、職員の退職管理に関する内閣官房令（平成 20 年内

閣府令第 83 号。以下「職員官房令」という。）及び行政執行法人の役員の退

職管理に関する内閣官房令（平成 20 年内閣府令第 84 号。以下「役員官房令」

という。）の一部が改正され、本日公布されました。 
地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 38 条の６では、地方公共団体

は、退職管理の適正を確保するため、職員であった者による再就職の届出に

ついて条例で必要な規定を設けることができることとしているところです。

貴団体が同条に基づき、職員官房令第 10 条又は役員官房令第９条に類似する

規定を設けている場合には、今回の改正の趣旨を十分ご理解の上、所要の措

置を講じていただくようお願いするとともに、貴都道府県内の市区町村等に

対してもこの旨周知をお願いします。なお、地域の元気創造プラットフォー

ムにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対して、本通知につ

いての情報提供を行っていることを申し添えます。 
本通知は、地方公務員法第 59 条（技術的助言）及び地方自治法第 245 条

の４（技術的な助言）に基づくものです。 

 

殿 
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職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に 

関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令の概要 

 

令 和 ７ 年 1 1 月  

内閣人事局退職管理第一係 

 

１ 改正の趣旨 

所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第 13号。以下「改正法」という。）

の施行に伴い、職員の退職管理に関する内閣官房令（平成 20 年内閣府令第 83 号。以

下「職員官房令」という。）及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令（平

成 20年内閣府令第 84号。以下「役員官房令」という。）について規定を整理する。 

具体的には、職員官房令第 10条及び役員官房令第９条に規定する内閣総理大臣への

事後の再就職の届出を要しない報酬額については、営利企業以外の事業の団体の地位

に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間

につき、所得税法（昭和 40年法律第 33号）第 28条第３項第１号括弧書に規定する給

与所得控除額（55 万円）と同法第 86 条第１項第１号に規定する基礎控除の額（48 万

円）の合計額（103万円）と規定しているところ、改正法により給与所得控除額と基礎

控除の額に係る規定がそれぞれ以下のように改正されることから、これを引用する職

員官房令及び役員官房令においても必要な規定の整理を行うほか、本改正の施行後に

おいても、施行日前に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若

しくは事務を行うこととなった者については、引き続いて従前の額（103万円）を適用

するため経過措置規定を設ける。 

（１）給与所得控除について、所得税法第 28条第３項第１号に規定する額が引き上げ

られる（65万円）とともに、同号から括弧書が削られる。 

（２）基礎控除について、同法第 86条第１項第１号に規定する額が引き上げられる（58

万円）とともに、租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 41 条の 16 の２が

新設され、同条第１項において加算措置（最大 37万円）が設けられる。 

※ 以上の改正の結果、内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額は合

計して 160万円となる。 

 

２ 施行期日 

  令和７年 12月１日（改正法附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日と同日） 

 

（参考） 



【参考】職員の退職管理に関する内閣官房令等の一部改正について（令和７年11月21日公布・12月１日施行）

 国家公務員法に基づく元管理職職員の再就職の届出について、営利企業以外への再就職で報酬が少額の場合は不要
とする旨を政令で定めており、内閣官房令でその基準額としていわゆる年収の壁相当額（現在103万円）を規定

 本年12月１日施行予定の所得税法等の改正（改正後160万円）を踏まえて規定を整理
 その他、届出要否の公平性の確保等のため、改正官房令の施行前に再就職した者について経過措置を規定

R7.12.1
（施行日）

 改正の概要
 いわゆる年収の壁相当額とその根拠

 経過措置規定の考え方
 施行日前に再就職したにもかかわらず、届出を行わないまま施行日を超えた場合、報酬額が103万円を超えて160万円以下で
ある者が届出義務を免じられることは、施行日前に届出を行った者との間で制度上公平性を欠くため、施行日前に再就職した者
について経過措置を設ける。

改正前 改正後
給与所得控除相当額 55万円（所得税法§28Ⅲ①括弧書） 65万円（所得税法§28Ⅲ①）

基礎控除相当額 48万円（所得税法§86Ⅰ①）

58万円（所得税法§86Ⅰ①）
＋

37万円（租税特別措置法§41の16の２
Ⅰ①イ（R７・８年分）/Ⅰ②（R９年分以後））

合計額 103万円 160万円
※内閣官房令で定める額は、再就職等規制の趣旨に照らして、給与所得者について所得税の支払いが発生しない所得額の上限額（=年収の壁
相当額）としていることから、今回の所得税法等の改正を踏まえて、内閣官房令で定める額についても変動

令和８年

① →103万円
② →103万円
③ →160万円

適用される
報酬の基準額

 再就職日  届出日

 再就職日  届出日

 再就職日  届出日
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市
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苗
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す
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、又
は
事
業
に
従
事
し
、

若
し
く
は
事
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
場
合
（
行
政
執
行
法
人
の
役
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
政
令
第
十
九
条
第
一

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
以
下
、
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
営
利
企
業
以
外
の
事

業
の
団
体
の
地
位
に
就
き
、
又
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